
○
環
境
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
一
条

環
境
事
業
団
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号

第
一
条

環
境
事
業
団
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号

の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄

号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
（
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
が
同
時
に
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

物
処
理
施
設
（
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
が
同
時
に
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
環
境
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い

で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
環
境
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い

う
。
）
が
設
置
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
最
終

う
。
）
が
設
置
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
最
終

処
分
場
が
同
時
に
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
併

処
分
場
が
同
時
に
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
併

設
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

設
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
複
合
施
設
）

（
複
合
施
設
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
施
設
等
）

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。



一

工
場
又
は
事
業
場
の
共
同
の
利
用
に
供
す
る
ば
い
煙
処
理
施
設
、
汚
水
処

理
施
設
そ
の
他
の
産
業
公
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
に
附
属
す
る

施
設
を
含
む
。
以
下
「
共
同
公
害
防
止
施
設
」
と
い
う
。
）

二

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
の
う
ち

オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ａ

の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
物
質
又
は
同
議
定
書
附
属
書
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅲ
に

属
す
る
物
質
に
よ
る
産
業
公
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
に
附
属
す

る
施
設
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

三

総
理
府
令
で
定
め
る
地
域
に
設
置
さ
れ
る
工
場
又
は
事
業
場
の
利
用
に
供

す
る
ば
い
煙
処
理
施
設
、
汚
水
処
理
施
設
そ
の
他
の
産
業
公
害
を
防
止
す
る

た
め
の
施
設
（
こ
れ
に
附
属
す
る
施
設
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
前
二
号
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

第
四
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ロ
の
覆
土
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

事
業
は
、
覆
土
事
業
、
舗
装
事
業
、
遮
断
事
業
そ
の
他
土
壌
の
汚
染
を
防
止
し

又
は
除
去
す
る
上
で
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

２

法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ロ
の
遮
水
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業

は
、
遮
水
事
業
、
ば
つ
き
処
理
事
業
そ
の
他
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
を
防
止
し

又
は
当
該
汚
濁
に
係
る
地
下
水
の
水
質
を
浄
化
す
る
上
で
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

の
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。



第
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ハ
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
浄
化
槽
法

（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の

う
ち
し
尿
と
併
せ
て
雑
排
水
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
機
材
）

（
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
機
材
）

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
機
材
は
、
人
の
健
康
に

第
五
条
の
二

法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
機
材
は
、
人

係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
あ
つ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
あ
つ
て
総
理
府
令
で
定

を
土
壌
又
は
地
下
水
か
ら
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
排
ガ
ス
処
理
装
置
及
び
排

め
る
も
の
を
土
壌
又
は
地
下
水
か
ら
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
排
ガ
ス
処
理
装

水
処
理
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ン
プ
そ
の
他
の
総
理
府

置
及
び
排
水
処
理
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ン
プ
そ
の
他

令
で
定
め
る
機
材
と
す
る
。

の
総
理
府
令
で
定
め
る
機
材
と
す
る
。

（
助
成
の
対
象
と
な
る
民
間
団
体
の
活
動
）

（
助
成
の
対
象
と
な
る
民
間
団
体
の
活
動
）

第
四
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
イ
及
び
ロ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

第
六
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
イ
及
び
ロ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
ハ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ

第
七
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
ハ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ

る
活
動
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
活
動
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）



第
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し

第
八
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
条

勅
令
及
び
政
令
以
外
の
命
令
で
あ
つ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ

第
九
条

勅
令
及
び
政
令
以
外
の
命
令
で
あ
つ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団
を
国
の
行
政
機
関
と

い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団
を
国
の
行
政
機
関
と

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
を
準
用
す
る
。

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
を
準
用
す
る
。

附

則

附

則

１
～
８

（
略
）

１
～
８

（
略
）

（
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
施
設
の
特
例
）

９

第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
二
号
中
「
事
業

団
が
設
置
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
団
が
設
置
す
る
も
の
及
び
事
業
団

が
法
附
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
造
成
す
る
敷
地
に
設
置
さ
れ
る

工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
共
同
公
害
防
止
施
設
で
あ
つ
て
事
業
団
が
設
置
す
る

も
の
」
と
す
る
。



○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得

の
特
別
控
除
）

の
特
別
控
除
）

第
二
十
二
条
の
八

（
略
）

第
二
十
二
条
の
八

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

20

20

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は

21

21

、
次
に
揚
げ
る
施
設
と
す
る
。

、
次
に
揚
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
け
る

業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
け
る

当
該
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

当
該
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
五

環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
又
は
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設

号
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
又
は
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設

四

（
略
）

四

（
略
）

～

(

略
）

～

(

略
）

22

29

22

29

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特

別
控
除
）

別
控
除
）

第
三
十
九
条
の
五

（
略
）

第
三
十
九
条
の
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

21

21



法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は

法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は

22

22

、
次
に
揚
げ
る
施
設
と
す
る
。

、
次
に
揚
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
け
る

業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
け
る

当
該
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

当
該
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
又
は
同

環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
又
は
同

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設

四

（
略
）

四

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

23

31

23

31



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
九
号
の
不
動
産
）

（
法
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
九
号
の
不
動
産
）

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
環

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
環

境
事
業
団
が
直
接
そ
の
本
来
の
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る

境
事
業
団
が
直
接
そ
の
本
来
の
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一

も
の
は
、
環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不

動
産
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

動
産
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



○
環
境
庁
組
織
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
自
然
保
護
局
の
事
務
）

（
自
然
保
護
局
の
事
務
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

環
境
事
業
団
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法

九

環
境
事
業
団
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
及
び
附
則
第
十
九
条
の
業
務
に

律
第
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
及
び
附
則
第
十
九
条
の
業
務
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

（
企
画
調
整
課
）

（
企
画
調
整
課
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

環
境
事
業
団
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項

十

環
境
事
業
団
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項

第
七
号
及
び
附
則
第
十
九
条
の
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
五
号
及
び
附
則
第
十
九
条
の
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。


